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もっと知りたい！

里親制度Q＆A

Q1 里親登録に、年齢制限はありますか？

A 岩手県では里親の年齢制限は設けていませんが、子どもの養育をお願いする場合
には、里親の体力等を考え、年齢差を考慮しています。

Q2 里親登録してから、どのくらいで子どもが来ますか？

A 子どもの委託については、実親の同意をはじめ、年齢や発達状況、行動特徴など
考慮すべき点が多々あります。また、里親側にも家庭生活がありますから、その後
の子どもの養育を良好なものにするために、それぞれの条件がうまく適合するよ
うにしなければなりません。子どもの条件はそれぞれであり、調整に要する時間も
異なりますから、委託までの期間がどのくらいかは一概には言えません。中には、
里親登録をしていても、長期間子どもを預かる機会がなく経過する場合もあります。

Q3 共働きでも里親はできますか？

A 基本的に里親さんに子どもをお願いする場合、子どもとの安定した関係（愛着関係）
の形成が重要になります。特に、小さい子どもを育てていただく場合には、しばらく
養育に専念してもらうこともありますが、子どもとの生活が落ち着いた後は保育所
等を利用しながら養育することも可能です。

Q4 跡継ぎがいないので、里子をもらって家を継がせたい
のですが。

A 里親制度は、家庭で養育することが難しい場合に、子どもにとって必要な期間家庭的
な環境で養育し、子どもを健やかに育もうとするもので、子ども自身のための制度です。
ですから、「跡継ぎがほしい」「老後の世話をさせたい」「家業を手伝わせたい」というよ
うな、特定の目的を叶えるために子どもを委託することはできません。

Q5 実際に里親さんのお話を聞くことはできますか？

A 県内各地で開催している里親制度説明会や、里親大会、出前講座等でお聞きいただけ
ます。また、里親登録に向けた研修の中で、先輩里親さんからのお話をお聞きいただく
講座があります。
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特別養子縁組 里親

法的な親子
関係

戸籍の表記
長男（長女）

生みの親の名前は記載されない
ー

名字 育ての親の名字となる
生みの親の名字のまま

（通称名で、里親の名字を使う人も多い）

親権 育ての親 生みの親

子どもの
年齢

原則として15歳未満
原則として18歳まで
（必要な場合は20歳まで）

育ての親の
年齢

原則として25歳以上の夫婦
（ただし、一方が25歳以上であれば、

一方は20歳以上でよい）
制限なし

縁組の成立 家庭裁判所が決定 児童相談所からの委託

関係の解消
（離縁）

原則、離縁はできず、一生親子 自立するか、生みの親の元に戻る

生みの親 里親（育ての親）
生みの親が親であり、里親と親子関係はない

親権

生みの親 育ての親
生みの親と親子関係消滅

親権

表でわかる！
里親と特別養子縁組の違い

※特別養子縁組を前提とした里親委託であっても、正式に縁組成立するまでは、
「里親」となります。




